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(57)【要約】
【課題】簡易な構成で、両電気コネクタ同士の嵌合状態
を安定的に維持することを可能とする。
【解決手段】印刷配線基板Ｐに実装されるリセプタクル
コネクタ２に、待機位置から作用位置まで回動操作され
る嵌合保持部材２４を設け、作用位置に回動操作された
嵌合保持部材２４をプラグコネクタ（相手コネクタ）１
に係合させた状態に維持し、配線基板Ｐに実装されるリ
セプタクルコネクタ２に嵌合保持部材２４を取り付けた
ことで嵌合保持部材２４を配線基板Ｐにより安定的に保
持し、その安定的に保持した嵌合保持部材２４を介して
プラグコネクタ１の嵌合状態を良好に維持させる構成を
採用したものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線基板に実装された状態のコネクタ本体部に相手コネクタが嵌合されるものであって
、待機位置から作用位置まで回動操作された嵌合保持部材により前記相手コネクタが嵌合
状態に維持される構成になされた電気コネクタにおいて、
　前記嵌合保持部材は、前記コネクタ本体部に回動可能に設けられ、前記作用位置に回動
操作されたときに前記相手コネクタに対して係合した状態に維持される構成になされてい
ることを特徴とする電気コネクタ。
【請求項２】
　前記嵌合保持部材が、板状又は棒状の形状を有していることを特徴とする請求項１記載
の電気コネクタ。
【請求項３】
　前記嵌合保持部材が、当該嵌合保持部材の回動半径方向において前記相手コネクタの最
外郭面に係合される構成になされていることを特徴とする請求項１記載の電気コネクタ。
【請求項４】
　前記相手コネクタの最外郭面は、当該相手コネクタの嵌合方向に対して略直交する面で
あることを特徴とする請求項３記載の電気コネクタ。
【請求項５】
　絶縁ハウジングを覆う導電性シェルが、前記配線基板に接続される基板接続部を備えた
ものであって、
　前記嵌合保持部材は、前記導電性シェルの前記基板接続部の近傍に回動可能に取り付け
られていることを特徴とする請求項１記載の電気コネクタ。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の電気コネクタと、当該電気コネクタに嵌合される相
手コネクタと、を備えたことを特徴とする電気コネクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相手コネクタとの嵌合状態を嵌合保持部材により保持する構成を備えた電気
コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、各種電気機器等において、種々の信号伝送媒体を通して送られる電気信号を、
配線基板上に実装された電気コネクタを介して配線基板上の電子回路に伝送することが広
く行われている。より具体的には、同軸ケーブルや、フレキシブル・プリンテッド・サー
キット（ＦＰＣ）又はフレキシブル・フラット・ケーブル（ＦＦＣ）等の信号伝送媒体の
端末部分が連結された相手コネクタが、配線基板上に実装された電気コネクタの挿入開口
部から内方側の嵌合空間に向かって挿入されていき、信号伝送媒体の端末部分が、コンタ
クト部材を介して又は直接的に、電気コネクタの内部に配置されたコンタクト部材に接触
するように嵌合状態になされることで信号回路が形成されるようになっている。
【０００３】
　このように各種の信号伝送媒体の端末部分が連結された相手コネクタが嵌合状態になさ
れると、その相手コネクタの嵌合状態を維持するために、相手コネクタに回動可能に取り
付けられた嵌合保持部材（プルバー）の回動操作が行われ、その嵌合保持部材の一部を電
気コネクタの本体部に係合させることで相手コネクタの脱落等を防止する構成が、従来か
らしばしば採用されている。
【０００４】
　例えば、下記の先行文献１（特開２０１３－０４１６８０号公報）においては、配線基
板上に実装されたリセプタクルコネクタに対してプラグコネクタ（相手コネクタ）が嵌合
状態とされた後に、プラグコネクタに設けられた嵌合保持部材（プルバー）が、待機位置
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から作用位置まで回動操作され、その嵌合保持部材の端縁部分がリセプタクルコネクタの
一部に係合される。そして、その作用位置に回動された嵌合保持部材を介して、配線基板
に固定されているリセプタクルコネクタに、相手コネクタであるプラグコネクタが連結さ
れた状態になされ、両電気コネクタ同士が脱落不可能な状態に保持されるようになってい
る。
【０００５】
　ここで、上述したようにリセプタクルコネクタは、配線基板によって強固な固定状態に
なされているが、プラグコネクタは、リセプタクルコネクタとの嵌合部分を介在して保持
状態になされているため、その嵌合部分に生じる隙間や製造誤差の分だけガタ付を有する
状態になっている。従って、従来の電気コネクタ装置のように、プラグコネクタ（相手コ
ネクタ）に嵌合保持部材（プルバー）が取り付けられていると、嵌合保持部材の部品精度
や、その取付け精度、及び係合の精度を向上させたとしても、上述した嵌合部分のガタ付
から両電気コネクタ同士の嵌合状態が安定化しないおそれがある。一方、両電気コネクタ
同士の嵌合状態を安定化させるべく、両電気コネクタが嵌合している部分の長さを増大さ
せた構成も従来から採用されているが、その場合にあっては、電気コネクタ装置の全体が
大型化する傾向となってしまい、近年の小型化の要請に対応できなくなることもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－０４１６８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで本発明は、簡易な構成で、両電気コネクタ同士の嵌合状態を安定的に維持するこ
とができるようにした電気コネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため請求項１にかかる発明においては、配線基板に実装された状態
のコネクタ本体部に相手コネクタが嵌合されるものであって、待機位置から作用位置まで
回動操作された嵌合保持部材により前記相手コネクタが嵌合状態に維持される構成になさ
れた電気コネクタにおいて、前記嵌合保持部材は、前記コネクタ本体部に回動可能に設け
られ、前記作用位置に回動操作されたときに前記相手コネクタに対して係合した状態に維
持される構成が採用されている。
【０００９】
　このような構成を備えた請求項１にかかる発明によれば、配線基板に実装されて固定状
態になされるコネクタ本体部に嵌合保持部材が取り付けられていることから、当該嵌合保
持部材が配線基板により安定的に保持された状態となり、その安定的に保持された嵌合保
持部材を介して相手コネクタの嵌合状態が良好に維持されるようになっている。
【００１０】
　このとき、請求項２にかかる発明のように、前記嵌合保持部材が、板状又は棒状の形状
を有している構成とすることが可能である。
【００１１】
　また、請求項３にかかる発明のように、前記嵌合保持部材が、当該嵌合保持部材の回動
半径方向において前記相手コネクタの最外郭面に係合される構成になされていることが望
ましい。
【００１２】
　このような構成を備えた請求項３にかかる発明によれば、相手コネクタに対する嵌合保
持部材の係合力が安定的に得られる。
【００１３】
　ここで、請求項４にかかる発明のように、前記相手コネクタの最外郭面は、当該相手コ
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ネクタの嵌合方向に対して略直交する面であることが望ましい。
【００１４】
　このような構成を備えた請求項４にかかる発明によれば、相手コネクタの嵌合方向に対
して略直交した状態で嵌合保持部材が前記相手コネクタの最外郭面に係合されるので、相
手コネクタに対する嵌合保持部材の係合力が、さらに安定的に得られる。
【００１５】
　一方、請求項５にかかる発明のように、絶縁ハウジングを覆う導電性シェルが、前記配
線基板に接続される基板接続部を備えたものであって、前記嵌合保持部材は、前記導電性
シェルの前記基板接続部の近傍に回動可能に取り付けられていることが望ましい。
【００１６】
　このような構成を備えた請求項５記載の発明によれば、配線基板に固定された部分に対
して嵌合保持部材が直接的に取り付けられていることから、嵌合保持部材の保持が確実に
行われ、相手コネクタとの嵌合状態が、一層高められる。
【００１７】
　また、請求項６にかかる発明のように、請求項１乃至５のいずれかに記載の電気コネク
タと、当該電気コネクタに嵌合される相手コネクタとを備えた構成を採用すれば、電気コ
ネクタ装置においても、上述した作用が同様に得られる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように本発明は、配線基板に実装された状態のコネクタ本体部に、待機位置から
作用位置まで回動操作される嵌合保持部材を設け、作用位置に回動操作された嵌合保持部
材を相手コネクタに係合させた状態に維持し、配線基板に実装される電気コネクタに嵌合
保持部材を取り付けたことで嵌合保持部材を配線基板により安定的に保持し、その安定的
に保持した嵌合保持部材を介して相手コネクタの嵌合状態を良好に維持させる構成を採用
したことから、簡易な構成で、両電気コネクタ同士の嵌合状態を安定的に維持することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態にかかる電気コネクタ装置の嵌合状態を表した外観斜視説明図
である。
【図２】図１に示した嵌合状態にある電気コネクタ装置の平面説明図である。
【図３】図１及び図２に示した嵌合状態にある電気コネクタ装置の正面説明図である。
【図４】図１～図３に示した嵌合状態にある電気コネクタ装置の側面説明図である。
【図５】図２に示す V－V 線に沿った断面説明図である。
【図６】図１～図４に示した電気コネクタ装置を構成している相手コネクタ（プラグコネ
クタ）の単体を表した平面説明図である。
【図７】図５及び図６に示した相手コネクタ（プラグコネクタ）単体の側面説明図である
。
【図８】図５～図７に示した相手コネクタ（プラグコネクタ）単体の背面説明図である。
【図９】図１～図４に示した電気コネクタ装置を構成している本発明の一実施形態にかか
るリセプタクルコネクタの単体において嵌合保持部材が作用位置に回動された状態を表し
た外観斜視説明図である。
【図１０】図９に示したリセプタクルコネクタ単体の正面説明図である。
【図１１】図９及び図１０に示したリセプタクルコネクタ単体の平面説明図である。
【図１２】図９～図１１に示したリセプタクルコネクタ単体の側面説明図である。
【図１３】図１～図４に示した電気コネクタ装置を構成している本発明の一実施形態にか
かるリセプタクルコネクタの単体において嵌合保持部材が待機位置に回動された状態を表
した外観斜視説明図である。
【図１４】図１３に示したリセプタクルコネクタ単体の正面説明図である。
【図１５】図１３及び図１４に示したリセプタクルコネクタ単体の平面説明図である。
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【図１６】図１３～図１５に示したリセプタクルコネクタ単体の側面説明図である。
【図１７】図９～図１６に示した本発明の一実施形態にかかるリセプタクルコネクタに用
いられている嵌合保持部材単体の外観斜視説明図である。
【図１８】図１７に示した嵌合保持部材単体の正面説明図である。
【図１９】図１７及び図１８に示した嵌合保持部材単体の平面説明図である。
【図２０】図１７～図１９に示した嵌合保持部材単体の側面説明図である。
【図２１】図９～図１６に示した本発明の一実施形態にかかるリセプタクルコネクタが実
装された状態において、嵌合保持部材が待機位置に回動された状態を表した外観斜視説明
図である。
【図２２】図２１に示された状態のリセプタクルコネクタに対して、相手コネクタ（プラ
グコネクタ）が嵌合された状態を表した外観斜視説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、複数本の同軸ケーブルを印刷配線基板側に接続する電気コネクタに本発明を適用
した場合の実施形態に関する説明を図面に基づいて詳細に行う。
【００２１】
［電気コネクタ装置の全体構造の概要］
　まず、図１～図４に表された本発明の一実施形態にかかる電気コネクタ装置は、信号伝
送媒体を構成する同軸ケーブルＳＣの端末部分が連結された相手コネクタとしてのプラグ
コネクタ１と、印刷配線基板Ｐ（図１，図２１及び図２２参照）上に実装された本発明の
一実施形態にかかるリセプタクルコネクタ２とを備えた水平嵌合型の電気コネクタ装置で
あって、印刷配線基板Ｐ上に実装されたリセプタクルコネクタ２に対して、プラグコネク
タ（相手コネクタ）１が略水平方向に対向するように配置された状態から、印刷配線基板
Ｐの実装表面に略平行な方向（印刷配線基板Ｐの延在方向）にプラグコネクタ１がリセプ
タクルコネクタ２側に近接するように水平に移動される。それによって、プラグコネクタ
１に設けられた横長状の電極部分が、リセプタクルコネクタ２に同じく横長状をなすよう
に設けられた挿入開口部を通して差し込まれ（図２１，２２参照）、両電気コネクタ１，
２同士が嵌合状態になされる。
【００２２】
　このように本実施形態においては、相手コネクタとしてのプラグコネクタ１をリセプタ
クルコネクタ２に差し込む方向、およびその反対方向に抜き出す方向が、印刷配線基板Ｐ
の実装表面が延在する方向と略平行な方向となる構成になされているが、以下において、
印刷配線基板Ｐの実装表面の延在方向を「水平方向」とし、印刷配線基板Ｐの実装表面に
対して垂直なる方向を「上下方向」とする。
【００２３】
　そして、プラグコネクタ（相手コネクタ）１の単体においては、当該プラグコネクタ１
をリセプタクルコネクタ２に差し込む方向を「前方向」、その反対方向に抜き出す方向を
「後方向」とし、プラグコネクタ１の差し込み側の先端部分を「前端部分」、その反対側
に対向する他端部分を「後端部分」とする。さらに、リセプタクルコネクタ２においては
、当該リセプタクルコネクタ２からプラグコネクタ１を抜き出す方向を「前方向」、その
反対方向を「後方向」とし、相手コネクタとしてのプラグコネクタ１が差し込まれる挿入
開口部が設けられた「前端面」を含む側の端部分を「前端部分」、その反対側に対向する
「後端面」を含む部分を「後端部分」とする。
【００２４】
　また、このような電気コネクタ装置を構成しているプラグコネクタ（相手コネクタ）１
およびリセプタクルコネクタ２の両電気コネクタは、横長状に形成された樹脂等の絶縁部
材からなるコネクタ本体部としての絶縁ハウジング１１，２１をそれぞれ備えているが、
以下においては、これら絶縁ハウジング１１，２１の長手方向（図２の左右方向）を「コ
ネクタ長手方向」と呼ぶこととする。
【００２５】
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　上述した絶縁ハウジング１１，２１には、コネクタ長手方向（図２の左右方向）に沿っ
て、同一形状を有する複数体の導電コンタクト部材（導電端子）１２，２２が、適宜のピ
ッチ間隔で多極状をなすように配列されている。
【００２６】
　一方、両電気コネクタ１，２のうち、プラグコネクタ（相手コネクタ）１の後端部分に
は、特に図５～図８に示されているように、コネクタ長手方向に沿って多極状に並列する
ように配列された複数本の同軸ケーブルＳＣの端末部分が連結されている。これらの各同
軸ケーブルＳＣは、コネクタ長手方向における配置位置が、上述した導電コンタクト部材
１２に対応して設定されており、当該各同軸ケーブルＳＣの端末部分においては、被覆材
が皮剥きされることによってケーブル中心導体（信号線）ＳＣａ及びケーブル外部導体（
シールド線）ＳＣｂが同軸状をなすように露出されている。そして、その同軸ケーブルＳ
Ｃの中心軸線に沿って延在するように配置されたケーブル中心導体ＳＣａが、信号伝送用
の導電コンタクト部材１２に接続されることによって信号回路が構成される。
【００２７】
　また、上述したケーブル中心導体ＳＣａの外周側を同心状に取り囲むように配置された
ケーブル外部導体ＳＣｂは、コネクタ長手方向に延在する導電性のグランド部材からなる
グランドバー１４にコモン接続されている。このグランドバー１４は、上述した同軸ケー
ブルＳＣの多極配列方向（コネクタ長手方向）に沿って長尺状に延在する細長の帯板状部
材またはブロック状部材から形成されており、当該グランドバー１４が、同軸ケーブルＳ
Ｃのケーブル外部導体（シールド線）ＳＣｂに対して、半田付けやカシメや圧接等により
一括的に接続されている。このようにして設けられたグランドバー１４は、後述するリセ
プタクルコネクタ２の導電性シェル等を介して印刷配線基板Ｐに形成されたグランド回路
に電気的に接続される。
【００２８】
［プラグコネクタの絶縁ハウジングおよび導電コンタクト部材について］
　ここで、プラグコネクタ（相手コネクタ）１側に設けられた絶縁ハウジング１１は、特
に図５～図８に示されている様に当該絶縁ハウジング１１の本体部から前方側に向かって
延出する平板状の嵌合突部１１ａを一体的に備えており、絶縁ハウジング１１の本体部か
ら嵌合突部１１ａにかけての上面側に、導電コンタクト部材（プラグ側コンタクト部材）
１２がインサート成形により埋設され、または圧入により保持されている。この導電コン
タクト部材１２は、絶縁ハウジング１１の上側表面から上方に露出するようにして略水平
に延在している。
【００２９】
　このようなプラグコネクタ（相手コネクタ）１に設けられた導電コンタクト部材（プラ
グ側コンタクト部材）１２の後端部分には、上述した同軸ケーブルＳＣにおけるケーブル
中心導体（信号線）ＳＣａの端末部分が、上方側から当接された状態で半田接続されてい
る。このときのケーブル中心導体ＳＣａと導電コンタクト部材１２との半田接合は、多極
配列方向の複数箇所に対して一括的に行うことが可能であるが、そのような一括半田接合
によって複数本の同軸ケーブルＳＣが効率的に連結される。
【００３０】
　一方、前述したように絶縁ハウジング（コネクタ本体部）１１の前端部分に設けられた
嵌合突部１１ａの上側表面には、導電コンタクト部材（プラグ側コンタクト部材）１２の
前方側部分を構成している端子電極部１２ａが、多極状の露出電極を形成するように配置
されている。そして、この導電コンタクト部材１２の前方側部分を構成している端子電極
部１２ａは、前述したようにプラグコネクタ１がリセプタクルコネクタ２に嵌合されたと
きに、リセプタクルコネクタ２に設けられた導電コンタクト部材（リセ側コンタクト部材
）２２（例えば図５参照）に対して下方側から当接し、それによって信号伝送回路が形成
される構成になされている。なお、これらの複数の導電コンタクト部材１２，２２のうち
の一部を、グランド接続用として構成することも可能である。
【００３１】
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［リセプタクルコネクタの絶縁ハウジングおよび導電コンタクト部材について］
　一方、図９～図１６に示されたリセプタクルコネクタ２側の絶縁ハウジング（コネクタ
本体部）２１の前方側部分には、コネクタ長手方向に沿って横長状に延在する挿入開口部
２１ａが形成されているとともに、その挿入開口部２１ａから後方側に向かって延びる嵌
合空間が同じく横長状をなすように形成されている。そして、上述したように相手コネク
タとしてのプラグコネクタ１の嵌合突部１１ａ（例えば図６参照）が、リセプタクルコネ
クタ２側の挿入開口部２１ａを通して嵌合空間の内部に挿入されて収容されるようになっ
ている。
【００３２】
　また、リセプタクルコネクタ２側の絶縁ハウジング（コネクタ本体部）２１に取り付け
られた導電コンタクト部材（リセ側コンタクト部材）２２は、上述したプラグコネクタ１
側の導電コンタクト部材（プラグ側コンタクト部材）１２に対応した位置に配置されてい
る。このリセプタクルコネクタ２の絶縁ハウジング２１に取り付けられた導電コンタクト
部材２２は、両電気コネクタ１，２同士の嵌合時に、プラグコネクタ１側の導電コンタク
ト部材１２の端子電極部１２ａに対して上方側から弾性的に接触して電気的な接続状態に
なされる。
【００３３】
　このような各導電コンタクト部材（リセ側コンタクト部材）２２の後端部分には、例え
ば図１１に示す様に印刷配線基板Ｐの実装表面（上側表面）に沿って延在するように形成
された基板接続脚部２２ａが形成されており、その基板接続脚部２２ａが、実際の使用時
（実装時）に、前述した印刷配線基板Ｐ上の信号導電路またはグランド接続用の導電路に
載置された状態で、例えば一括的な半田接合が行われる。
【００３４】
　また、本実施形態における導電コンタクト部材（リセ側コンタクト部材）２２は、上述
した後端側の基板接続脚部２２ａから上方に折れ曲がった後に、前方側に向かって片持ち
状に延出する構成になされており、その前方側への片持ち状の延出部分が弾性ビーム部に
なされている。このような導電コンタクト部材（リセ側コンタクト部材）２２の基端部分
を構成している固定基部は、絶縁ハウジング１１の後端部分に対して圧入またはインサー
ト成形されることで固定状態に保持されており、その固定基部の後方側に、上述した基板
接続脚部２２ａが連設されているとともに、当該固定基部の前方側に、上述した弾性ビー
ム部が連設されている。
【００３５】
　その導電コンタクト部材（リセ側コンタクト部材）２２の弾性ビーム部は、絶縁ハウジ
ング２１に設けられた嵌合空間の内部において上下方向に弾性変位可能な状態に配置され
ており、当該弾性ビーム部における前方側の先端部分には、下方側に向かって山形状に張
り出す接点凸部がそれぞれ設けられている。この導電コンタクト部材２２の弾性ビーム部
に設けられた接点凸部の下方側頂部は、プラグコネクタ１がリセプタクルコネクタ２に嵌
合されたときに、プラグコネクタ１側の導電コンタクト部材（プラグ側コンタクト部材）
１２の端子電極部１２ａに対して、上方側から弾性的に押圧する状態で接触される構成に
なされており、このような弾性的な接触関係によって、上述した両接点部同士の電気的な
接続が維持されるようになっている。
【００３６】
［導電性シェルについて］
　一方、プラグコネクタ１およびリセプタクルコネクタ２に設けられた各絶縁ハウジング
１１，２１の外表面は、導電性の薄板状の金属部材を適宜の形状に折曲形成したプラグ側
導電性シェル１３およびリセ側導電性シェル２３によりそれぞれ覆われている。これらプ
ラグ側導電性シェル１３およびリセ側導電性シェル２３は、上述した絶縁ハウジング１１
，２１と同様に「コネクタ本体部」を構成するものであって、各電気コネクタ１，２の内
部に形成される信号伝送回路およびグランド回路を外方側から覆うことにより電磁遮蔽を
行うシールド部材として装着されたものであるが、グランド回路の一部を構成する部材で
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もある。
【００３７】
［プラグ側導電性シェルについて］
　そのうち、プラグコネクタ１側に装着されているプラグ側導電性シェル（コネクタ本体
部）１３は、特に図５～図８に示されている様に絶縁ハウジング１１を上下方向から挟む
一対の上下シェル板１３ａ，１３ｂの嵌合体から構成されている。これらの上シェル板１
３ａ及び下シェル板１３ｂをプラグコネクタ１に装着するにあたっては、その前工程とし
て、まず同軸ケーブルＳＣの端末部分に対してグランドバー（グランド部材）１４が半田
接合された状態になされる。そして、上述したプラグ側導電性シェル１３の下半側部分を
構成する下シェル板１３ｂが絶縁ハウジング１１に対して下方側から被せられ、その下シ
ェル板１３ｂを被せられた絶縁ハウジング１１の表面に、上述したグランドバー１４を半
田接合された状態の同軸ケーブルＳＣの端末部分が載置されるようにしてセットされ、そ
の後に、プラグ側導電性シェル１３の上半側部分を構成する上シェル板１３ａが、絶縁ハ
ウジング１１に対して上方側から被せるようにして装着されている。
【００３８】
　このようなプラグ側導電性シェル１３の下半側部分を構成している下シェル板１３ｂに
は、多極配列方向（コネクタ長手方向）に沿って複数体のグランド接続舌片１３ｃ（図５
参照）が、切り欠き加工によって形成されている。それらの各グランド接続舌片１３ｃは
、コネクタ内方側の空間に向かって突出する片持ちの板バネ状をなすように切り起こされ
ており、前述したグランドバー１４の下面側に対して弾性的に接触または半田接合されて
いる。そして、プラグコネクタ１が相手コネクタであるリセプタクルコネクタ２に嵌合さ
れた状態において、プラグ側導電性シェル１３の下シェル板１３ｂは、後述するリセプタ
クルコネクタ２に装着されたリセ側導電性シェル２３の下シェル板２３ｂの内側表面に対
して上方側から当接し、それによってグランド回路（接地回路）が構成されるようになっ
ている。
【００３９】
［リセ側導電性シェルについて］
　リセプタクルコネクタ２に設けられたリセ側導電性シェル（コネクタ本体部）２３も、
絶縁ハウジング２１に対して上下から挟む一対の上下シェル板２３ａ，２３ｂの嵌合体か
ら構成されている。このリセ側導電性シェル２３を構成している上シェル板２３ａおよび
下シェル板２３ｂも、導電性を有する薄板状の金属部材の折り曲げ構造体から形成されて
いるが、上シェル板２３ａにおけるコネクタ長手方向の両端部分には、特に図９～図１６
に示されているように、コネクタ長手方向の両側から絶縁ハウジング２１を挟むようにし
て一対のホールドダウン２３ｃ，２３ｃ´が、印刷配線基板Ｐの表面から上方に立ち上が
るように配置されている。
【００４０】
　すなわち、これらの両ホールドダウン２３ｃ，２３ｃ´は、リセ側導電性シェル２３の
両側壁板を構成するように、上シェル板２３ａのコネクタ長手方向の両端縁部における前
端側及び後端側からそれぞれ下方に折り曲げられて形成されたものであって、当該両ホー
ルドダウン２３ｃ，２３ｃ´の下端縁部分がコネクタ長手方向の外方に向かって延出する
ように略直角に折り曲げられて基板接続部になされている。それらの各基板接続部は、印
刷配線基板Ｐ上に形成されたグランド接続用の導電路に対して半田接合され、それによっ
てグランド回路の電気的な接続が行われるとともに、リセプタクルコネクタ２の全体が強
固に固定されるようになっている。
【００４１】
　ここで、上述した上シェル板２３ａは、例えば図１０に示す様に絶縁ハウジング２１の
嵌合空間を形成している上側壁部の外表面に沿って平面状の天井板をなすように延在して
いるとともに、下シェル板２３ｂは、絶縁ハウジング２１の嵌合空間を形成している下側
壁部の内表面に沿って平面状の底板をなすように延在している。このリセ側導電性シェル
２３における上シェル板２３ａの前端縁部分は、下シェル板２３ｂの上方位置においてコ
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ネクタ長手方向に延在する配置関係になされている。これらの上シェル板２３ａの前端縁
部分と、下シェル板２３ｂとの間部分には、横長状に延在するシェル挿入開口部が形成さ
れている。
【００４２】
　このリセ側導電性シェル２３に設けられたシェル挿入開口部は、例えば図９に示す様に
前述した絶縁ハウジング２１側の挿入開口部２１ａを前方側に向かって露出させる配置関
係になされており、上シェル板２３ａの前端縁部は、絶縁ハウジング２１側の挿入開口部
２１ａを形成している上側壁部の前端縁部に対して上方側から、前後方向に位置合わせさ
れた状態に重なり合うように配置されている。そして、このリセ側導電性シェル２３のシ
ェル挿入開口部により前方側に露出状態とされた絶縁ハウジング２１の挿入開口部２１ａ
を通して、前述したようにプラグコネクタ１の嵌合突部１１ａが、リセプタクルコネクタ
２の内部に形成されている嵌合空間に挿入されるようになっている。
【００４３】
　上述したように、リセ側導電性シェル２３を構成している上シェル板２３ａの前端縁部
分は、絶縁ハウジング２１側の挿入開口部２１ａを形成している上側壁部の前端縁部に対
して上方側から位置合わせされた状態に重なり合わされているが、当該リセ側導電性シェ
ル２３の上シェル板２３ａの前端縁部分には、長手方向に一定の間隔をなして複数体（３
体）のシェル係合穴部２３ｄが設けられている。これらの各シェル係合穴部２３ｄは、上
シェル板２３ａの前端縁部分の一部を、絶縁ハウジング２１の挿入開口部２１ａの内方側
に向かって湾曲状に折り曲げられた爪状部分に貫通形成されている。
【００４４】
　一方、このようなリセ側導電性シェル２３側の各シェル係合穴部２３ｄに対応して、絶
縁ハウジング２１の前端縁部には、複数体（３体）のハウジング突起片２１ｂが、コネク
タ長手方向に一定の間隔をなして設けられている。これらの各ハウジング突起片２１ｂは
、絶縁ハウジング２１の前端縁部から前方に向かって突出するように形成されている。そ
して、絶縁ハウジング２１にリセ側導電性シェル２３が装着された際に、上述したリセ側
導電性シェル２３側の各シェル係合穴部２３ｄに対して当該ハウジング突起片２１ｂが挿
通状態になされ、それによって両部材２１，２３同士が、前後・左右方向に位置ズレを生
じることを防止すると共に、リセ側導電性シェル２３が絶縁ハウジング２１から浮き上が
ることなく固定状態に維持されるようになっている。
【００４５】
［リセプタクルコネクタの嵌合保持部材について］
　ここで、相手コネクタとしてのプラグコネクタ１がリセプタクルコネクタ２に嵌合され
たときの両電気コネクタ１，２同士の嵌合状態は、リセプタクルコネクタ２のコネクタ本
体部を構成しているリセ側導電性シェル２３に回動可能に取り付けられた板状部材の折り
曲げ体からなる嵌合保持部材（嵌合操作レバー）２４の保持力によって維持される構成が
採用されている。すなわち、プラグコネクタ１が、リセプタクルコネクタ２に嵌合された
時点において、それまで図１３～図１６のように「待機位置」に立たされた状態にある嵌
合保持部材２４を、組立て作業者が把持しながら適宜の回動力を付与することによって、
図９～図１２に示された「作用位置」まで押し倒すように回動させることで、両電気コネ
クタ１，２同士が一定範囲内の外力によっては分離することなく嵌合状態に維持されるよ
うになっている。
【００４６】
　一方、リセプタクルコネクタ２に嵌合したプラグコネクタ１を、リセプタクルコネクタ
２から抜去する際においては、「作用位置」にあった嵌合保持部材２４を上方に向かって
開放操作させるようにして「待機位置」に戻すことにより、両電気コネクタ１，２同士が
抜去可能な状態になされる。
【００４７】
　より具体的には、上述したリセ側導電性シェル（コネクタ本体部）２３に設けられた両
ホールドダウン２３ｃ，２３ｃ´のうちのコネクタ前方側に配置されたホールドダウン２
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３ｃには、例えば図１６に示す様にコネクタ外方側に突出する回動軸部２３ｅが設けられ
ており、その回動軸部２３ｅに対して、図１７～図１８に示されている嵌合保持部材（嵌
合操作レバー）２４の回動腕部２４ａが回転可能に装着されている。この回動腕部２４ａ
は、リセ側導電性シェル２３のコネクタ長手方向の両側部分に一対設けられているが、そ
れら一対の回動腕部２４ａ，２４ａ同士が、コネクタ長手方向に延在する平板状部材から
なる保持主板２４ｂにより一体的に連結されている。
【００４８】
　このような両回動腕部２４ａ，２４ａが装着された回動軸部２３ｅ，２３ｅは、上述し
たようにコネクタ前方側のホールドダウン２３ｃの基板接続部に対して、直上に相当する
位置に配置されている。そして、それらの各回動軸部２３ｅを中心として回動される嵌合
保持部材（嵌合操作レバー）２４が、図９のように「作用位置」に押し倒された状態に回
動された状態にあっては、前述した絶縁ハウジング（コネクタ本体部）２１の挿入開口部
２１ａにおける上方側の前方側領域を、平板状部材からなる保持主板２４ｂが上方側から
部分的に覆う構成になされている。このように保持主板２４ｂがプラグコネクタ１の略全
体を覆うことで、電磁遮蔽が良好に行われてシールド性を向上させることが出来る。
【００４９】
　これに対して、図１３～図１６に示されているように、保持主板２４ｂが「待機位置」
に立ち上がるように起こされた場合においては、絶縁ハウジング２１の挿入開口部２１ａ
から保持主板２４ｂが上方に離間した状態となり、挿入開口部２１ａの全体が完全に開放
された状態になされる。
【００５０】
　また、このような嵌合保持部材（嵌合操作レバー）２４が、「作用位置」に回動された
状態（図９～図１２参照）において、上述した保持主板２４ｂの前端部分に相当する位置
に配置された端縁部分には、板状片からなる一対の係合保持板２４ｃ，２４ｃが下方に向
かって延出するように連設されている。これらの両係合保持板２４ｃ，２４ｃは、上述し
た保持主板２４ｂにおけるコネクタ長手方向の両端部分から略直角に折れ曲がるように延
出している。そして、嵌合状態になされたプラグコネクタ（相手コネクタ）１に、後述す
るように設けられた外方延出部１３ｄ，１３ｄの背面部分に対して、当該両係合保持板２
４ｃ，２４ｃが、コネクタ後方側の外方から接触配置される構成になされている。
【００５１】
　より具体的には、特に図５～図８に示されているように、前述したプラグコネクタ（相
手コネクタ）１に連結された同軸ケーブルＳＣを挟んだ両側外方部分、すなわちプラグ側
導電性シェル１３におけるコネクタ長手方向の両端部分には、コネクタ長手方向の外方に
向かって突出する中空の角柱状部材からなる外方延出部１３ｄ，１３ｄが設けられている
。これらの外方延出部１３ｄ，１３ｄにおける後端側（背面側）の立上り面は、前述した
嵌合保持部材（嵌合操作レバー）２４の回動半径の方向における最外郭面を構成し、かつ
嵌合方向（コネクタ前後方向）に対して略直交する平坦面になされている。そして、その
嵌合方向に略直交する最外郭面としての外方延出部１３ｄ，１３ｄの後端側（背面側）の
立上り面には、コネクタ後方側に向かって突出する嵌合係止突起片１３ｅ，１３ｅが設け
られている。
【００５２】
　一方、上述したプラグコネクタ（相手コネクタ）１側の嵌合係止突起片１３ｅ，１３ｅ
に対応して、リセプタクルコネクタ２側の保持主板２４ｂに設けられた係合保持板２４ｃ
，２４ｃには、貫通穴からなる嵌合係合穴部２４ｄ，２４ｄが形成されている。そして、
図２１に示されているように、嵌合保持部材（嵌合操作レバー）２４が「待機位置」に回
動された状態から、図２２のようにプラグコネクタ（相手コネクタ）１の嵌合が行われた
後に、嵌合保持部材（嵌合操作レバー）２４が「作用位置」に回動されると（図１参照）
、リセプタクルコネクタ２側の嵌合保持部材２４に設けられた嵌合係合穴部２４ｄ，２４
ｄが、プラグコネクタ（相手コネクタ）１の最外郭面に設けられた嵌合係止突起片１３ｅ
，１３ｅに入り込むようにして係合状態になされる。その結果、図１のように、嵌合保持
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部材２４を介して両電気コネクタ１，２同士が連結された状態になされ、それによって両
電気コネクタ１，２同士の嵌合状態が維持される。
【００５３】
　以上述べた構成を備えた本実施形態によれば、印刷配線基板Ｐに実装されて固定状態に
なされたリセプタクルコネクタ２に嵌合保持部材（嵌合操作レバー）２４が取り付けられ
ていることから、当該嵌合保持部材２４は、印刷配線基板Ｐにより安定的に保持された状
態となる。従って、そのように安定的に保持された嵌合保持部材２４を介して、相手コネ
クタとしてのプラグコネクタ１の嵌合状態が良好に維持される。
【００５４】
　このとき、特に本実施形態においては、嵌合保持部材２４が係合される相手コネクタと
してのプラグコネクタ１の被係合面が、嵌合保持部材２４の回動半径方向の最外郭面であ
り、かつ嵌合方向と略直交する面になされていることから、プラグコネクタ（相手コネク
タ）１に対する嵌合保持部材２４の係合力が、極めて安定的に得られる。
【００５５】
　さらに、本実施形態においては、嵌合保持部材（嵌合操作レバー）２４が、リセプタク
ルコネクタ２のホールドダウン２３ｃに設けられた基板接続部の近傍に回動可能に取り付
けられており、印刷配線基板Ｐに固定された部分に対して嵌合保持部材２４が直接的に取
り付けられていることから、嵌合保持部材２４の保持が確実に行われ、プラグコネクタ（
相手コネクタ）１との嵌合状態が一層高められる。
【００５６】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明
は上述した実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変形可
能であるというのはいうまでもない。
【００５７】
　例えば、上述した実施形態では、嵌合保持部材が板状をなすように形成されているが、
棒状などのような他の形状とすることも可能である。
【００５８】
　また本発明は、上述した実施形態のような同軸ケーブル用コネクタに限定されることは
なく、絶縁ケーブル用コネクタや、同軸ケーブルと絶縁ケーブルとが複数混合したタイプ
の電気コネクタや、フレキシブル配線基板等が連結される電気コネクタ、プリント基板同
士を接続する基板対基板コネクタ、あるいは、プラグコネクタを介さずに直接的にフレキ
シブル配線基板をコネクタ内部に収容し電気的に接続するコネクタ等についても同様に適
用することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　以上のように本実施形態は、各種電気機器に使用される多種多様な電気コネクタに対し
て広く適用することが可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　プラグコネクタ（相手コネクタ）
　１１　絶縁ハウジング（コネクタ本体部）
　　１１ａ　嵌合突部
　１２　導電コンタクト部材（プラグ側コンタクト部材）
　　１２ａ　端子電極部
　１３　プラグ側導電性シェル（コネクタ本体部）
　　１３ａ　上シェル板
　　１３ｂ　下シェル板
　　１３ｃ　グランド接続舌片
　　１３ｄ　外方延出部
　　１３ｅ　嵌合係止突起片
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　１４　グランドバー
　ＳＣ　同軸ケーブル（信号伝送媒体）
　　ＳＣａ　ケーブル中心導体（信号線）
　　ＳＣｂ　ケーブル外部導体（シールド線）
　２　リセプタクルコネクタ
　２１　絶縁ハウジング（コネクタ本体部）
　　２１ａ　挿入開口部
　　２１ｂ　ハウジング突起片
　２２　導電コンタクト部材（リセ側コンタクト部材）
　２３　リセ側導電性シェル（コネクタ本体部）
　　２３ａ　上シェル板
　　２３ｂ　下シェル板
　　２３ｃ，２３ｃ´　ホールドダウン
　　２３ｄ　シェル係合穴部
　　２３ｅ　回動軸部
　２４　嵌合保持部材（嵌合操作レバー）
　　２４ａ　回動腕部
　　２４ｂ　保持主板
　　２４ｃ　係合保持板
　　２４ｄ　嵌合係合穴部

【図１】 【図２】

【図３】



(13) JP 2017-199466 A 2017.11.2

【図４】
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【図７】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２０】

【図２１】
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